
 

               

【改正倫理指針対応】公開文書 

承認番号：26-04-06 

 

人を対象とする医学系研究に関する情報公開 

  

  

 このたび，宮城厚生協会坂総合病院倫理委員会の承認を得て、下記の人を対象とする医学系研

究を実施します。関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

  

 2026 年 4 月 22 日 

 施設名：宮城厚生協会 坂総合病院  

 代表者氏名：病院長  冨山 陽介 

  

【研究課題名】  

産後入院中の母乳育児支援において強化すべき内容の検討 

～2 週間健診の再診理由から～ 

【研究期間】 

倫理委員会承認後 ～ 2026 年 8 月 31 日    

 

【試料・情報の利用目的・方法】 

＜目的＞ 

当院では、出産後の 2 週間健診で再診となる方が年々増えています。 

この研究では、その再診となった理由を調べることで、入院中の母乳育児支援のど

の部分をより充実させるべきかを明らかにし、今後のケアの改善につなげることを

目的としています。 

＜方法＞ 

2025 年 1 月から 12 月の間に当院で出産された方のうち、2 週間健診で再診と

なった方について、診療録（カルテ）に記録されている情報を調べます。 

新たに検査やアンケートをお願いすることはありません。 

【研究対象者】 

2025 年 1 月～12 月に当院で出産し、2 週間健診で再診となった方（母子） 

【研究に用いる試料・情報】 

診療録から、以下の情報を使用します。 

・再診となった理由 

・再診回数 

・初産か経産か 

・健診時の質問票の結果 

・入院中の経過や授乳の状況 

・退院後の授乳方針 

・体重増加の状況 など 

  



 

 

当院に保管されている診療録（カルテ）から情報を取得し、個人が特定できないよう

に加工（匿名化）して使用します。 

また、研究以外の目的で使用することはありません。 

【本研究に関する問い合わせ先】  

本研究に関する質問等ありましたら、病院の診療時間内に以下の連絡先までお問い

合わせください。ご希望があれば他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護

に支障のない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますので、

お申し出下さい。 

 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて、患者様もしくはその代理人

の方にご了承いただけない場合は研究の対象にいたしませんので、下記連絡先まで

お申し出下さい。（その場合でも患者様に不利益が生じることはありません。） 

 

○ 研究施設・研究責任者（研究内容に関する問い合わせの窓口を兼ねる） 

研 究 施 設 ： 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 

所 属 ： 4 階病棟（産婦人科病棟） 

研究責任者 ： 北條 萌子 

連 絡 先 ： 電話：022-365-5175（代表） 内線：3400 

 （診療時間内にお問い合わせください） 


